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泌 尿 器 科 紀 要

第5巻 第6号

昭 和34年6月

随 想

社 会 保 険 制 度 の こ と

関東逓信病院泌尿器科部長 大 越 正 秋

社 会保 険制 度 の多 くの矛 盾 は,こ こ数 年 来 つ い に 国立 の大 学 に とつ て も切 実 な問 題 となつ

て きて,こ の 欄 で も これ に 関 す る意 見 が しば しば述 べ られ て い る.そ の 口火 を切 つ た の は,

こ うい う こ とに最 も縁 が 遠 い と思 わ れ る市 川教 授 で あ り,教 授 は本 誌 昭 和31年7月 号 に,学

会 も学問 中心 だけ で は あ り得 な い ので あつ て,少 な くと も医 学 を基 礎 と して技 術 の価 値 判 断

は学 会 の 役 目 で あ る とい う意 味 の こ とを述 べ てお り,近 藤 教 授 も医学 会 も真 剣 に科 学 的 に こ

の問 題 を検 討 し,適 時 適 切 な デ ータ を整 備 し政 府 に対 して公 平 正 当 な建 議 が で き る よ うにす

べ きで あ る と主 張 し,ま た この制 度 の欠 陥 をい ろ い ろ あ げ て い る.さ らに辻 教 授 は医 療 費 が

安す ぎ る こ とは真 の 国民 の幸 福 で は な い こ とを,山 田氏 は勤 務 医 の低 給 与 を,強 く指摘 し,

上 月教 授 は点 数 の ア ンバ ラ ンス を い ろ い ろの例 を あ げ てつ い て い る.

私 も勿論 上 記 諸 氏 の意 見 に は全 面 的 に賛 成 で あ り,我 汝学 会 員 も そ の改善 運 動 の一 翼 を担

うべ きも の と考 え るが,こ れ らの欠 陥 の根本 原 因 は,現 在 の 日本 では 総 て の こ とが 資本 主 義

的機 構 の なか で 歯車 が か み あ つ て い る のに,医 療 制 度 だ け を 中途 半 端 な社 会 主 義 的 歯 車 に し

よう とす るた めに,ま わ りの 歯車 と うま くか み あわ な い とい う点 に あ る と考 え る.し たが つ

て医療 制 度 を もつ と自 由な もの に す るか,社 会 全 体 が平 等 な思想 で うご くよ うに な らなけ れ

ば,根 本 的 解 決 は 望 み得 な い で あ ろ う.

そ れ は それ と して,も つ と具 体 的 な問 題,殊 に私 が関 係 して い る疑 義 解 釈 委 員 会 の こ とな

どに つ い て,御 報 告 か た が た述 べ てみ る こ とに す る.

この会 は,日 本 泌 尿器 科 学 会雑 誌 の 雑 報 欄 で何 回か報 告 され て い る通 り,日 本 医学 会が 日

本 医 師会 の委 嘱 を受 け て つ くつ た も の で,内 科 を 初 め とす るそ の傘 下 の臨 床 方 面 の各 学 会 か

ら1人 ず つ 選 出 され た委 員 に よ り構 成 され て お り,委 員 長 は整 形 外 科 の水 町教 授 で,皮 膚 科

か らは福 代助 教 授,泌 尿 器科 か らは 私 が 出 て い る.こ の委 員 会 の役 目は そ の名 の 示 す通 り厚

生省 や 日医 に寄 せ られ た社 会 保 険 の規 則(主 と して点 数)に つ い て の疑 義 に対 して,解 釈 を

下す ことで あ る.こ の た め に 毎 月2回 日医 会館 に十 数 人の委 員 が集 ま り,日 医側 か ら丸 茨 理

事 が 同 席 して,学 問 的立 場 か ら適 正 な解 釈 原案 を作 り,月2回 の 会 の うち1回 は 厚 生 省保 険

局医 療 課 の大 村,松 本 両 技 官(必 要 な と きは館 林 課 長 も)出 席 す るの で,そ の 席上 厚 生 省側

の原 案 と合 せ て協 議 決 定 し て い る.な お こ こで決 め られ た こ とは,厚 生 省 のほ うの 決裁(殆

ん ど形 式 的)を 経 て,通 牒 や 日本 医 師 会 雑誌 な どを通 じて,地 方 医師 へ流 す仕 組 み に な っ て

い て,初 め の頃 は大 分 お くれ た が,最 近 で は漸 く軌 道 に の り比 較 的 早 くな つ て い る筈 で あ る.
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この委員会は厚生省対 日医 といつたような対立感情が割合少なく,大 村,松 本両技官も我々

の正しい主張はできるだけ取 り入れてくれるし,我 汝も厚生省の見解の正しい処は,一 部は

心から,一 部はその事情を了解 した上心ならずも賛成し,お 互 いに非常になごやかな空気の

下に,な るべ く質問者の意に沿うような解決点を見出すべ く努力している.た だこの委員会

でいつも困ることは,い ろいろと社会保険に関する規則や根本方針があつて,こ れに当はま

らないことは,如 何に学問的に正 しくとも,ま た何 とか便法を講ずる方法はないかと努力し

てみても,納 得のい くような解決がでぎないことである.例 えば検査科の場合,そ の点数は

それに使 う試薬など一切含まれているという原則があるので,そ の検査にどんなに高価な試

薬や器械を必要としても,血 液理化学的検査を例にとれば,乙 表の2で 採取科3.8プ ラス検

査科12.5計16.3点,甲 表で50点 におさえられていてそれ以上の請求はできない.ま た如何に

よく効 く薬でありまた安価であつても,そ れが薬価基準に登載 されていない限り使用するこ

とができないことや,甲 表では同一手術野で行なつた手術は,そ れが2つ でも3つ でもその

うちの主な手術の点数しか請求できないことなど,こ ういう種類のことは非常に多い.こ れ

らは皆 この委員会では解決でき「ない問題であるが.委 員会 としてはただやむを得ないといつ

て引下つているわけではな く,事 情を充分説明し厚生省の善処を促している.前 にあげた例

についていえぱ,検 査料の問題は課長も充分その不合理性を認あ(勿 論一応は検査料のなか

には費用のかからない検査も含まれているか らという,い わゆ る平均の概念で説明したが)

再検討の意志があることを表明したし,薬 価基準の改正は今迄年1回 だつたのを年3,4回

改正するように改められたし,同 一手術野の問題はその例外規定を広 く解釈しうるよう了解

=を得ている.

上月教授のあげられた手術や処置の点数のアンバランスは誠にもつ ともなことで,甲 表で

は教授のあげている矛盾は殆んど全部教授の意見通りに改正されている(本誌3巻6号 参照).

御承知の通り厚生大臣の諮問機関である中央社会保険医療協議会(今 その委員の人選でも

めている)の なかに専門委員会があり,そ の第3部 会で,か つて手術料その他の点数を決め

ようとしたことがある.そ の会は佐k委 員長以下7名 の委員(何 れも大学教授)よ りなつて

いて,皮 膚科,泌 尿器科の代表 としては北村教授が出席されていたが,手 術に関する部分の

時 には,私 が代理 として出ていた.当 時十数回の会合を開き.各 科のいろいろの手術につい

て各女その科内の点数に関しては一応バランスの とれた点数表を作つてもち より,各 科間の

点数の調整を計つている最中に。例の日医 と厚生省とのもめごとが起つたために中断されて

しまつた.そ の時協議 された各科間の点数については未調整の(例 えば虫垂炎切除術 と腎別

除術との点数の割合が適当であるかどうかまた結論に達していない)も のをもととして,厚

生省が若干修正し適当に作つたのが.現 在の甲表の手術料の点数である.し たがつて例えば

泌尿器科など1科 内の個kの 手術料に関 しては,全 体として或は他科に比べて高いとか低い

とかは別にして,大 体バランスがとれている筈なのである.但 しだからといつて甲表全体が

乙表 より適正であるというわけではないことを誤解のないようお断 りしてお く

上記したすべてのことについて,泌 尿器科 として意見を出す場合は,勿 論私個入の意見で

はな くて,皮 膚科(北 村教授以下6名)と 合同した泌尿器科(市 川教授以下6名)の 小委員

会(両 科共開業医を含む)で 協議決定 した上であることはいう迄 もない.

以上いささか手前味喀になつたきらいがあるが.社 会保険の点数に関 して皆さんに御承知

おき願いたいことを申述べた次第である.


